
1　専用使用料　

９時～１７時 １７時～２１時

3,600円 5,400円

6,900円 10,500円

13,800円 20,700円

51,900円 78,000円

1,200円 1,800円

2,300円 3,500円

4,600円 6,900円

17,300円 26,000円

1,200円 1,800円

600円 900円

　備考

２　個人使用料

一　般 高校生 小中学生 一　般 高校生 小中学生

200円 100円 50円 2,000円 1,000円 500円

200円 100円 50円 2,000円 1,000円 500円

３　附属施設設備・器具等の使用料

使用料 使用料(12回)

1,200円

600円

700円

10,000円

200円 2,000円

200円 2,000円

４　冷暖房使用料

使用単位 使用料

１時間 15,000円

１時間 2,900円

１時間 400円

サブアリーナ

会　　議　　室

メーンアリーナ

６　「入場料を徴する」とは、入場料、会場整理費等、その他の名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする
場合、その他これに類する取扱いがなされる場合とする。

非営利目的

営利目的

体育競技を目的
とする場合

入場料を徴収しない場合

３　午前９時前又は午後９時以後のメーンアリーナ、サブアリーナ及び会議室を使用する場合の使用料は、この表に定める額に当該額
の４分の１に相当する額を加算した額とする。

４　この表に基づいて算出した使用料の額に１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。

５　使用者が定められた時間を超えて使用した場合は、超えた1時間までごとに、それぞれの使用料の1時間に相当する額を徴するもの
とする。

入場料を徴収する場合

体育競技以外を
目的とする場合

２分の１

全室

１　高校以下がメーンアリーナ、サブアリーナを使用する場合の使用料は、この表に定める額の２分の１とする。

２　体育競技を目的として、入場料を徴収しない場合、メーンアリーナの３分の１及び３分の２の専用使用料はそれぞれ全面使用料の
３分の１及び３分の２の額とする。

サブアリーナ

１回使用料 １２回使用料（回数券12片）
施設区分

電気供給設備 (持込機器に限る） １時間１キロワットにつき

備考　１回の使用時間は、１時間とする。

舞台設備（演台・吊物等） 一式一日につき

放送設備 一式１時間につき

附属施設設備・器具 使用単位

メーンアリーナ

サブアリーナ（暖房のみ）

会議室

ロールバックチェア 一式一日につき

トレーニングルーム １時間につき

シャワー １回につき

備考　トレーニングルームの使用は、高校生以上とする。

施設区分

１時間当たり使用料

円谷幸吉メモリアルアリーナ料金表
（ 令和８年４月１日改定 ）

営利目的

入場料を徴収する場合

体育競技を目的
とする場合

入場料を徴収しない場合

使　用　区　分施設区分

体育競技以外を
目的とする場合

非営利目的
メーンアリーナ


